
G.E.ムーアと意志の自由

安 西 和 博

あのときの彼 (あるいは私)には,ああするよりはかにどうすることもで

きなかったのだ｡あの折,行動の自由を奪われたひとは,顧みてそう言うだ

ろう｡けれど行動の自由の保証されるところでも,病的な盗癖者ならば,盗

むまいとかたく心に誓ったところで,気がつくとひとのものに手がのびてい

るかもしれない｡私たちにしても,顧みてそう思うことがある｡その際に私

たちは,あの折の意志の自由の欠如をほのめかしているのである｡

自由 (私たちは意志の自由の問題に限ってここで扱う｡そこで以下では一

貫して行動の自由が保証されているものとする)のないところに責任問題は,

責任のないところに行為者の人格価値の評価はそれぞれ不問に付される｡と

ころで行為が因果の系列の一環として先行する出来事を原因とするかぎり,

意志の自由はなかったのだ,と非決定論者によって主張される｡意志の自由

は無原因ないし偶然を意味するのでも無論ない,決定論者はこう応酬する｡

いずれの側も,当の行為をした,あるいはそれの代りに別の行為をしたかも

しれぬ主体が彼や私などの或る人物であること,また当該の人物が行為の主

たる原因であることについては異論がない｡両者は,行為のもたらす結果 ･

出来事から行為へ,さらに行為者ないしその意志へと因果関係をひとしくさヽヽヽヽ

かのぼる｡そこでもし (そして決定論者も非決定論者もともにそう考える)

それが真正の因果関係であるならば,意志の因果性といった形而上学的な問ヽヽヽ

いに私たちは裏面することになろう｡ところが言うまでもなく,責任とは行

為者に帰せられるべき道徳的な責任であり,人格価値とは彼の行為を拠りどヽヽヽ
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ころに評価される当該人物の道徳的な価値のことである｡純粋に事実的ないヽヽヽ

し形而上学的性質のものであるかにみえた意志の自由の問題が,実践的ない

し規範的な性格のもの,少くともこれと不可分のものであることは容易に予

想されよう｡意志の自由の問題を紛糾させている原因のひとつはここにある｡

ともすれば規範的視点ぬきの考察でこと足れとする傾向がみられる｡意孟の

自由の問題がそうした価値的視野なしでどこまで論議しうるか,私たちはそ

の限界にいつも留意する必要があろう｡

これを判断する目安のひとつは文法にある｡意志の自由とは何であるかに

ついて,以下では積極的にこれを規定することはしない｡｢Icouldhavedone

otherwise.｣(A)- (あのとき)私は別の行為をすることもできただろう

- ,ここに私の意志の自由が端的に表現されている,私たちはさしあたり

こう仮定する｡この主張はどのような性質のものであろうか｡言いかえれば,

私がこう述べることで私は何をしている (オースティン流に言えば,どのよ

うな ill∝utionaryactを遂行している)のだろうか｡もし私がなにがしか

の事実を陳述しているのであれば,この主張は命題として真偽の値をとろう｡

それならば,主語の ｢私｣に他の人称代名詞を代入しても,残りの部分に意

味の変化をきたさないだろう｡｢Youshouldworkharder.｣私がこう述べ

ることで,私はあなたに命令や勧告をしている｡命令文に真偽はない｡冗談

や比境でないかぎり,自分に命令を下すことはないから,主語を ｢Ⅰ｣にか

えれば命令文ではなくなり,意味がかわる｡もしAが真理値をとらないとす

れば,これから述べることは全く無用のことである｡そしてもしそうであれヽヽヽヽ

ば,意志の自由の問題はもともと理論的ないし形而上学的性質のものでは全

くなかったことになろう｡ここではただ,その可能性にも留意しておきたい｡

しかしいまは,Aが真理値をとると仮定する｡すると私たちは例のどとく,

決定論と真向から対することとなる｡道徳の領域に目をつぶることさえでき

れば,決定論を斥ける理由はなにもない｡理論的にも実践的にも私たちは,

出来事の間の因果関係をよりどころとして日々生活している｡だが,Aが真

であるとき,このことは因果性の原則と両立しないようにみえる｡決定論者
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のムーアがその著 『倫理学』で試みた調停案は,その後久しくやわらかい決

定論 softdeterminism の一典型とみなされ,多くの替同者を得ることとな

った (以下の引用に付される数字は,G.E.Moore,Ethics,oxfordUniv.

Pr.,reprintedbyMamzenCo.ud.,1958のページ数を示す)0

すべての出来事は因果系列のなかにあって先行するものを原因とする｡こ

の普遍的因果性の原則からして,実際にあったこと以外のなにごとも起りえ

なかったであろう Nothingevercouldhavehappenedexceptwhatactually

didhappen.Oこの原則は人間の行為に適用できないはずはない (ひとびとの

行為が因果関係を無効とするような超自然的事象でないかぎり)｡ そこでひ

とびとは当然のどとく,｢いかなるひとも,どんな場合であれ,彼があの折に

実際にした行為以外のことはなにもできなかっただろうNomanevercould,

onanyoccasion,havedoneanythingelsethanwhatheacballydidon

thatoccasiom｣と無制張に主張する｡ところが,とムーアは言う｡これは

道徳的責任と自由意志の可能性を否認するのみならず,｢一could'の語に固有

のひとつの完全に正当な意味,私たちがこの語を用いる際のきわめてあたり

まえの意味｣(127)を否定することにつながる｡すべての出来事は因果系列

の一環である｡そこまではよい｡この ｢すべての出来事｣にひとびとの行為ヽヽ

が含まれるとすれば (ここから問題が始まる),｢He(Ⅰ)couldhaveacted

di飽rently.｣とは絶対に言えないことになる｡問題は,人称代名詞や人物の

固有名を主語とした場合に限っての ｢could｣の用法である｡ここにはこれ

を肯定で用いる用法が確かにある｡そうであればこそ,この文は命題として

真偽の値をとる｡｢今朝私は-マイルを二十分で歩くことはできたであろうヽヽヽ

が,二マイルを五分で走ることはできなかっただろう,私はそのどちらも実ヽヽヽヽ ヽ

際にはしなかったのだが.Icouldhavewalkedamileintwentyminutesヽヽヽ

thismorning,butIcertainlycouldnothaveruntwomilesinfivemin-

utes.Ididnot,infact,doeitherofthesetwothings.｣(128)これは真で

ある｡これは事実としてきわめて確実なことである｡かえってムーアはこう

言う｡｢しかるに,実際には,すべてのものには原因があるという原則と意
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志の自由とがそもそも矛盾するのかどうかこそきわめて疑わしいのである｡｣

(130)人称代名詞を主語とする文に限り ｢could｣の語に肯定用法を認め,

しかも決定論を採用するとき,ムーアはこのディレi,マをどのように切抜け

ようとするのか｡

ムーアは言う｡｢could｣の語 (そしてその原形 ｢can｣も)は意味の暖昧

ambiguousなことばである.(1)私たちに自由意志があるのなら,私たち

が実際にはしなかったことをときに私たちはすることもできたろう Wesome-

timescouldhavedone,whatwedidnotdo.ことは或 る意味で insome

sense真でなければならない｡(2) もしすべてに原因があるのなら,実際

に私たちがしなかったことは私たちに可能でもなかっただろう,We never

couldhavedone,whatwedidnotdo.は或る意味で真でなければならない｡

｢could｣の語の暖味さは,｢この語のこれ ら二つの意味が同じであるかどう

かきわめて不確かである｣(131)ことによっている｡

ムーアによれば(1)と(2)とで ｢could｣の意味に違いはない｡にもかかヽヽヽヽヽ

わらず,なぜこの語の意味が唆味で,両者の間に意味の相違があるようにみ

えるのか｡決定論者ムーアからすれば,(2)の ｢could｣にはなん ら問題は

ない｡分析されるべきものは(1)の ｢could｣の語の意味である｡この場合,

この語は肯定文のなかで用いられている｡それはムーアによれば

Ⅰ icouldhave--.が Icouldhave,iflhadchosen.の短縮形a

shortwayofsayingであること(131),

Ⅱ Icouldhave,iflhadchosen.は,Ishouldhave,iflshouldhave

chosen.と同義であること (主語が三人称であれば当然 should は

would),

皿 この if一節は因果条件を表示していること,

の以上三つから説明できる｡｢could｣の語が,これを人称代名詞を主語とす

る文中で唆味であるのは,if一節を欠いた省略構文であることによっている｡

私たちは隠れた if一節をそのつど頭のなかで補わなくてはならないのであ
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る｡Ⅱの趣旨からすれば,両者の間に意味の異同がないから,意味の唆味な

(とムーアの言う)Icouldhavedoneotherwiseの真偽を判定するには,

工should--,if工hadのそれをはかればよいことになる｡この iト 節は,

主節で陳述されたことが真となるための因果的条件を表示する｡私があの折

に異なる行為ができたかどうかは,あのときの私の選択のいかんに依存する｡

この場合,選択 (それがどのようなものであるかについてムーアは語らない)

と行為が因果関係にあるということがそもそも何を意味するかについて問わヽヽヽヽ

れよう｡しかしムーアの言わんとするのは ｢if｣は,この語の数ある用法の

うちで,例えば ｢もし (if)石がガラス窓にあたれば,ガラスは砕けるであ

ろう｡｣の文のそれと同意である,と解されよう｡

以上のムーアP所説は,意志の自由とどのような関係にあるのだろうかO

私たちは意志の自由の存在がAの命題に表示されていると仮定した｡この命

題は,ムーアによれば,｢Ishouldhavedoneotherwise,ifIhadchosen.｣

(B)の命題と意味上等価である｡私たちが意志の自由を主張するとき,私

たちはBが真であることを述べていることになる｡ところでBの趣旨は何か｡

選択のいかんによって,当の行為は私によってなされることもなされないこ

ともあっただろう,ということである｡それでは選択それ自身は,これに先

行するものにさらに原因をもつのか｡決定論者からすれば,選択には当然のヽヽ

こととして原因がある｡そして道徳的責任の可能性を考慮するとき,選択にヽヽ

は原因がなければならないのである｡決定論者は,ときにBが真となること

を主張することでこれと同義(?)の自由意志の存在を要請する｡決定論は意

志の自由と両立する｡

この結論に至るためには,私たちの先の仮定を抜きにすれば,二つの障害

を決定論はのりこえなければならない｡すなわち,AとBははたして同義で

あるのか｡そして,どうして道徳的責任は選択の因果性を前提するのか｡私

たちは順序を逆にしてやさしいところから始めよう｡その前に蛇足を一言｡

ムーアの主張するように,AがBと同意であるとしよう｡ これは宿命論

- 私たちが何を選択し何をしようとも,結果は同じであろう,だから他を
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さしおいて何をしたところで結局のところ無益なのだ- を導くものではな

い｡逆に,私たちは,私たちが選択したとうりに行動することができる｡｢も

し私たちが一方のコースを選んだならば,結果は,私たちが他方のコースを

選べば生じたであろうそれと或る点で常に異なっているであろう｡｣(132)

決定論を宿命論から区別することにはなんら問題はない｡

本題に戻ろう｡責任とは何だろうか｡誰かが石を投げてガラス窓が砕けた｡

硬の責任である｡そう認定するためには,ガラス窓の砕ける出来事と彼の投

げた石の運動との因果関係を立証する必要がある｡これは真正の因果関係でヽヽ

あるから,なんら問題はない｡次に,石を投げる行為と彼の選択との間の因

果関係に問題はないだろうか｡かなり問題がある｡しかし,それを問題にすヽヽヽヽヽヽヽヽ

るには及ばない,決定論者ならこう言う｡責任とは日常生活の場面で生ずる

ことがらなのだから｡決定論者の言によれば,行為が選択を原因とする,と

いうのは,それが選びとられた行為,意図された故意の行為であるというこ

とである｡するとBの趣旨は,私が自ら選んでそれをした,だがそうしよう

と意図しなかったならば,それをしなかっただろう,ということであろう｡

してみればムーアのif一節は,アリストテレスの 『ニコマコス倫理学』にお

ける随意的行為の定義の踏襲ではなかったか｡すなわち,(a)行為の原因が

行為者の選択に､あり,(b)行為ないしそれのもたらす結果の何たるかについ

て行為者の選択によらない無知が随伴していなかったこと,この二つの認定

されるかぎり,行為は随意的なものとして賞讃や批難が向けられる｡

アリストテレスの随意的と不随意的の区別は,行為の原因が行為者自身のヽヽ

選択 ･意図 ･欲求 ･思慮 ･性格などとして彼の内部にあるか,それとも強制

(追)･拘禁 ･暗示 ･薬物等として彼の外部にあるか,の区別とみることがで

きるかもしれない｡しかし行為の責任,称賛 ･批難の道徳的制裁が問題とな

っていることをかえりみるとき,行為の原因としての選択の有無と,これはヽヽ

よる随意的と不随意的の区別とが,見かけとは裏腹に因果関係の問題ではも

はや全くないことに私たちは注意しなければならない｡アリストテレス自身ヽヽヽヽヽヽ

あの時代に無限の因果系列などという思想をもつべくもない｡またこの区別

が,原因たる選択自身がさらに先行するなにかに原因をもつかどうかとは全
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く無関係に述べられていることに注意すべきである｡選択に因果関係を適用

することができるならば私たちは選択の原因のさらに原因,と因果系列を無

限に遡行できるし,決定論者にしてもこれを容認こそすれ否定することはな

いだろう｡この区別は,行為の最近接の原因が行為者のふとしたはずみの出ヽヽ

来心や気まぐれでなく,彼の思慮や意図などとして,一過的 ･偶然的でなく

恒常的 ･持続的に彼の内にあるか否かの区別とみることができる｡ここでは

原因の有無ではなく,原因なるものの種類 ･タイプが問題になっているのでヽヽ

ある｡決定論者は行為の原因を無限に遡行せざるをえないから,決定論は責

任を説明できない,とする批難は的外れである｡しかし,原因の種頬,ある

いは行為者の内と外,とはどのような区別であるのか｡

強盗がピストルをつきつけて金庫を開けろと強要する｡私が金庫を開いて

もひとびとは私を批難しないだろう｡アリストテレスならば私の行為は不随

意的,決定論者ならば私の行為の原因は私の外に,と言うだろう｡しかし私

が金庫を守ろうと決心したならば (その決心なるものは私の内にある,とみ

ることができる),無論私は開けなかったはずだ｡私が強盗の強迫に従った

のは,金より命,という価値選択,そうしたところでひとびとは私を批難し

ないだろう,という道徳上の配慮などを理由としていよう｡どちらにしても

原因なるものは私の内にある｡少し例をかえよう｡私は国家機密を収めた室ヽヽヽヽヽヽ

を警護する専門職の軍人である｡敵側のスパイが聞入し,扉を開けるよう強

迫する｡私が先の場合と同じく易々としてこれに応ずるならば,ひとびとは

私の怯情と職務怠慢を非難するだろう｡私の行為の原因は私の内にあったと

言うだろう｡ひとびとは生命を懸けて職責を全うせんとする私の選択を期待

もし当然視していたのだから｡いずれの行為も結果として好ましくない事態

をひとしくもたらした｡行為の原因なるものもともに私の内にあったと言え

ないことはない｡しかし一方の行為は非難すべきでなく,他方は非難に価す

る｡逆の場合,すなわち私が金庫や機密を首尾よく守りぬいた場合,前者の

私は賞著に価する行為をしたことになるが,後者の私の行為はとりたてて褒

めるべきはどのものではない｡行為とそのもたらす結果との間には,いくぱヽヽ

くかの厳密さを犠牲にしてよければ,因果関係を認めてもよいだろう｡しか
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しその手前にあって決定論者と非決定論者との間で論争の種となる (例えば,

意志 ･欲求 ･逮択 ･意図などと行為との間の)因果関係なるものは,因果関

係の仮面をつけた規範的評価ではなかったのか｡決定論者からすれば,行為

に原因がなければそれは偶然のしわざであり,私に責任はない｡これに対し

て非決定論者は言う｡因果関係は無限の過去に遡及できるから,私の行為の

原因が因果系列上の-項目であれば,これまた私に責任にない,と｡そこで

非決定論者は因果関係を無効にする超自然的 ･神秘的(つまり訳のわからぬ)

能力を人間に賦与する｡因果関係のいかんによって責任の有無が決定される

と考える点では軌を一にしているのである｡故意であれば責任が問われる｡しかし子

供や狂人の意図的な行為の場合には必ずしも妥当しない (しかし彼らにして

も,もし異なる選択をしていれば,そのようなことはしなかったであろう)0

行為の性質や結果についての無知が随伴した場合はどうか｡その無知が行為

者自身の選択によって回避可能であったか否かによって責任の当否が判断さ

れるとするのが一般的な見解であろう｡ しかしこれを判定する際,私たちは

未成年者や精神病者と一般人,素人と専門家との間で区別を設ける｡それら

は要するに,たとえ故意であっても彼らに責任を帰すことは道徳的に正当でヽヽヽヽヽヽ

はないからではないか｡当然具えるべきものとして要求しても倫理的に不当ヽヽヽヽヽヽ

でない知的水準に関して私たちが彼らの間に区別を設けているからではないヽヽヽ

か｡行為者甲が行為乙に対して責任がある｡私たちがこう述べることができ

るところでは,乙の故に甲を私たちが非難することは道徳的に正当であり,

場合によっては義務である,と言うこともできる｡逆に私たちが乙の故に甲

を懲戒することが倫理的に不当であるところでは,甲が乙の故に責任がある,

と主張することはできない｡たとえそこに因果判断の可能性を認めたところ

でその真なることは,甲に乙の故の責任を帰すための必要条件であっても,

十分条件とならない｡しかも,(a)と(b)は,行為の原因が行為者の内にあ

るかどうかを判定する規準ではなく,責任の帰属の当否の規範的規準となる

ものなのである｡

責任の存否は因果判断をこえたところでは規範的問題となる｡ムーアもこ

れを十分承知していた｡他者に行為の責任を帰す私たちの行為は正当 justi-
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fiableでなければならない.そこでムーアは功利の原則 (これが規範的原則

であることに注意)を引合いに出す｡｢或る結末の発生が 〔行為者の〕意志

に依存していたのなら,そうした意志に (例えば非難や処罰などで)働きか

けることは,将来における類似の結未の再発を未然に防止できる公算がかな

りあることになる｡｣(134)犯罪は,当人がその種の行為を回避しようと選

択していたら,せずにすますこともできただろう｡これは確かにしばしば真

である｡彼に対する私たちの懲罰行為は,将来の類似の状況下での彼の選択

を変更せしめ,結果として最大可能な善の総量を産みだすことで道徳的に正

当化される (アリストテレスにもほぼ同様の見解がみられる,1113b参照)0

他者に責任を帰し,彼らを道徳的に貴著 ･非難することの倫理的正当性は

功利主義的 ･目的論的に基礎づけられた｡それには決定論が必要である｡私

たちは他人の選択に十分に強力な影響力を行使できなくてはならないのだか

ら (ここに softdeterminism の魅力のひとつがある)｡しか しこれは,意

志の自由を前提せずに (あるいは否定した上で)行為の道徳的責任を基礎づ

ける方法である｡支払うべき代償は少くない｡誰彼を問わず (私を含めて)

或る人物にその行為の責任を帰すことは,彼の内に行為の因果的原因を発見

することではなかった｡行為の道徳的責任の何たるかについては,私たちは

未だ積極的になんら述べてこなかったが,或る人物に行為の責任を帰属させ

ることと,彼をその行為のゆえに道徳的に貴著 ･非難できること,この二つ

のことが相互に相手の必要 ･十分条件となっていることは確認しておいた｡

そこでもしムーアのように,行為者の選択が因果系列上にあることを前提に,

私たちの穀誉褒腔の制裁行為を目的論的に正当化するとどうなるか｡功利の

原則で正当化される限りでのそうした制裁は他者に対して可能ではあっても,

私自身に向けて私が適用することは明らかに不可能である｡したがってこれ

と連動して,行為の道徳的責任は常に,私たちが他者に,他者が私にと,そ

れぞれ自分抜きで相手に帰属させるものとなる｡私たちは自分から己れの行

為の責任を負うことができない (そのためには私の内に意志の自由が要請さ

れる)｡ここでは一人称と三人称との対称性が崩れる｡さらに意志の自由を

前提しない,他者に対する (おそらく社会防衛的見地からの)そうした功利
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的制裁は,他者を人格として前提する必要がない｡それはアメとムチで犬猫

の将来の行動を規制する飼主の訓練と本質的にいささかもちがわないだろう｡

意志の自由とは何か,これまでのところ私たちはこれについてなんら積極

的な発言はしなかった｡私たちはただ,それが全くのつくり話でなければ,

あの ｢Icouldhave--.｣の命題に表示されるなにかであると一仮定してきたO

この命題は不完全な構文である｡この命題の意味の分析にはif一節の補足が

必要である.ムーアはこう主張した｡それならば,｢lcouldh早vedoneoth-

erwise,iflhadchosen.｣に意志の自由が表現されていなければならない｡

これがつまるところムーアの見解の妥当性の試金石となる｡

ムーアは,私たちが ｢Wecouldhavedoneotherwise.｣と言 うとき,私

たちがしばしば意味するのは,if一節の付いたこの陳述にはかならないと主

張した｡非決定論者からは,｢異なる選択が私たちに可能であっただろう

Wecouldhavechosendifferentlyがそのような場合にもしばしば真でない

かぎり,意志の自由が私たちにあることは真とならない｡｣(135) との反論

が出されよう｡決定論者は結局のところ,異なる選択が不可能であったこと

を認めざるをえない｡とどのつまり私たちが何を選択しどう行動したところ

で,すべてあらかじめ敷かれたレールの上を走っていることにならないか0

ム-アは答える.選択の場面を想像せよ｡選択とは,いくつかのコースを見

くらべて選ぶことである｡(2)｢そのどれを選ぶかはしばしば私たちの自由

である｡しかも努力次第では或る特定のコースを選択するよう自分を仕向け

ることも確かにできる｡｣(135-6)さらに,私が結局思案の末どれを選択す

ることになるか,私に前以て確実にわかっているならば,私は選択していな

いことになる｡実際の選択の過程を後に振返れば,選ばれたもの以外のもの

を選択することもできたであろうし,その公算もきわめて高かったのではな

いか｡すなわち,そのどれをも選択することが可能であり,(3)｢それを選

択しないであろうことを確実に知ることができなかった,という意味で,私

たちが異なる選択をしたかもしれないことはほぼいつ もありうることであ

る｡｣(136-7)0(2)そのどれをも私は選ぼうと思えば選択することもできた
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(場合によってはそのように努力することもできた)- 選択とは複数の選択

可能なものから選ぶことである- ,(3)選択に迷っていたあのときの私は,

そのどれを選んでも不思議ではなかった- 私のする選択の帰趨は私には前

以て予見できない,この二つを ｢Ishouldhavedoneotherwise,iflhad

chosen.｣の命題 (1)と組合せる｡ムーアは言う｡｢これら三つの事実のひ

とつひとつないしその組合せでも,私たちに意志の自由があると言うべき正

当な理由を与えないし,それは確かなことだ,とあえて主張するようなひと

があるだろうか---自由意志を擁護する者もその反対者も,この命題に含ま

れる C̀ouldhave'で自分たちの意味するものが,私が(2)と(3)の番号を

付けた二つの事実ないしなんらかのその組合せと異なるものだ,などと納得

ゆく仕方で示すことができるだろうか｡疑いなくひとびとの多くは,この二

つの事実だけでは私たちに意志の自由があると言明するに足る権利が十分に

与えられたことにはならない,となおも主張しよう｡或る全くそれとは異な

る意味で私たちは選ぶことができたのだ,ということが真でなければならなヽヽヽ

い,と彼等は言うのである｡けれど私の知るかぎり,その意味の何たるかを

私たちに正確に教えてくれた者は,これまでついぞなかったのである｡｣(137)

これに対する非決定論者の反論は容易に予想できよう｡私に選択可能であ

ったものの範囲,私がした努力,私の実際の選択,それらは顧みて結局のと

ころ必然ではなかったのか｡私が結果として何を選ぶことになるか,選択の

当事者たる私には少くともその渦中においてはわからない｡しかし私が何を

選ぶことになるかほ,私の外部で観察する第三者には,全知の神であればな

おのこと,予測可能ではなかったか｡(2)と(3)をもちだしたところで,ム

ーア流の決定論の行きつくところは最終的にはやはり意志の自由の否認であ

る,とoムーアを弁護するならば,非決定論者のこの反論は的外れであるo

非決定論者は(2)と(3)を行為者たる私ならざる第三者の観点から見ている｡

因果の原則を前提した上で第三者から眺めれば,すべては必然であった (因

果系列を無効する意志の自発的 ･自律的能力,すなわち意志め非決定性が意

志の自由のために要請されるのである,とそこで非決定論は言う)｡ しか し

ムーアは(2)と(3)を私の,第一人称立場で述べていたのである｡こと選択
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の場面で私がどれを選ぶことになるかは,私が字義どうり選択しているので

あれば,私が自由に決めうることであるし,ついに何を選ぶことになるかはヽヽヽヽヽヽヽ

その限りで私には常に (論理的に)未知なのである｡私が結局なにを選ぶこ

とになるか私にわかっていれば,私は選択することがないからである｡ふり

かえってどれを選択すべきかあのときの私が迷っていたのであれば,異なる

理由を以て別の選択をすることも可能であったのでなければならない｡ムー

アの意図を汲んでこう弁護したとしよう｡しかしこれは,翻ってムーア自身

の設けた前提に背くのである｡すなわち ｢Icouldhavedoneotherwis.｣(A)

と ｢Ishouldhavedoneotherwise,ifIhadchosen.｣(B)は,たとえ一人

称で意味上相互に置換可能であっても,主語が一人称以外の場合には意味上

で等価でなくなる｡(2)と (3)は私な らざる第三者には,私から適用で

きないからである (AとBは,私が私についてだけ私的に言いうることであヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

ることであった)｡こうしてAの人称間の対称性が崩れる｡ムーアはそれを

知ってか知らずか,(2)と(3)をもちだすことでAを命題ならざるものとし

たのである｡

決定論を前提するとき,なぜ [could]の用法が問題となったのか を振り

かえってみよう｡人間の自由意志があやうくなるようにみえたからであった｡

因果の原則の下ではすべてが必然となり,couldの肯定用法が成立たなくな

る｡そこで人称代名詞を主語とする場合に限り,例のif一節で補うことで肯

定用法の可能性に道を拓こうとするのがムーアの趣意であった｡これを裏付

けるものとしてムーア自身,次の例を出しているO二十ノットで走ることの

できる船が,それ以下の速力でいま航行している｡自由意志を帰属させるこ

とのできない船については,その航行に因果律を適用してもなんら問題は生

じないOしかし｢Theshipcohldhavesteamedfaster.｣と言えるではない

か.ムーアによれば,その意味するところは,｢Shewould,ifthemenon

boadofherhadchosen.｣(131)である.主節とif一節とで主語が異なる

ことに注意したい｡そして船がもっと速く走ることができたかどうかは,結

局のところ ｢Themanonboadofhercouldhavechosendif長汀ently.｣の
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真偽のいかんにかかっている｡しかし,たとえそうであっても,ひとびとの

行動や選択もまた因果系列の一環となるではないか,と非決定論者は応酬し

た｡これに対してムーアは,因果律を適用しようと観察している第三者では

なしに,行動の当事者たる私が直面する選択の場面に訴えて反論した｡とこ
1

ろがムーアのこの答弁は二人称や三人称には通用しないのである｡あなたや

彼が今いかに選択に迷っていようとも,結局のところ何を選択することにな

るかは,観察者たる私,あなたや彼にとって第三者である私には決定論の下

では予測可能なのである｡人称間の対称性の喪失という代償を払えば,Aは

ムーアの主張するように意志の自由を表現できるかもしれない｡しかしそれ

はあまりに高価な代償となろう｡Aは命題としての真理値を失う｡それのみ

か決定論そのものが (したがってその逆としての,人間の内に因果律を無効

とするかの如き能力を想定する類の非決定論も)一人称において無効となる

のである｡とくにムーアの(3)は,これを言いかえるならば,私の選択が無

意味でないならば,私は私自身の選択過程に,もし適用すれば選択それ自身

が無意味となるという意味で因果律を適用できない,ということではあるま

いか｡選択のみならず,一般に私の ｢自由な,自発的行為｣が無意味でない

ならば,(理論的活動を含む)私のすべての実践的活動とはもとより一人称の

立場からのみ可能であってみれば,理論的な三人称の立場 (私から私ならざヽヽヽヽ

る者を見る観点)から私の実践的活動に因果関係を持込むことは論理的に不ヽ

可能なのである｡この点を閑却するところに決定論と非決定論との間の不毛

の論争の根のひとっがある｡既述のように,行為の道徳的責任の有無が,行

為と意志の間の因果関係のいかんによって判定されるのでないことは,その

ひとつの傍証になっていよう｡道徳的責任なるものは第三者から私にかぶせ

られるものでなく,私が私の自発的行為に対して引きうけるものなのだから｡ヽ

意志の自由は,これを意志の因果性の問題とみなす限り,擬似問題になるの

である｡

(筆者 岩手大学教育学部助教授)
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